
新過疎法：新規申請用 

 

１． 制度概要 

市の産業振興を図るため、鹿角市過疎地域持続的発展計画において振興すべき業種として定めた事業の用

に供する設備の取得等をした事業者に対する固定資産税の課税免除を行います。 

令和 9 年 3 月 31 日までに取得等がされた資産に適用される時限的な特例措置です。 

この制度の適用を受けた事業者は、対象となる資産の固定資産税が３年間免除になります。 

 

２． 令和 7年度課税免除対象となる固定資産 

(1) 令和 7 年 1 月 1 日現在で市の固定資産課税台帳に登録され、令和 7 年度に課税となる資産（令和 6 年 1

月 2 日から令和 7 年 1 月 1 日までに取得）が対象です。 

(2) 租税特別措置法第１２条第４項又は同法第４５条第３項の適用を受ける設備である償却資産（機械及び

装置）及び家屋（建物及びその附属設備）並びに当該家屋の敷地である土地が対象となります。 

 

３． 対象となる要件 

青色申告書を提出する個人又は法人であって、次の要件に該当する事業・設備投資等が対象となります。 

業種 事業者 対象となる設備投資 取得価額※１ 

・製造業 

・旅館業（下宿業を除く） 

・資本金 5,000 万円以下 

の法人 

・個人事業主 

取得又は製作若しくは建設（建物

及びその附属設備の場合は、増築、

改築、修繕又は模様替えのための

工事による取得又は建設を含む） 

500 万円以上 

・資本金 5,000 万円超 

 １億円以下の法人 
新設、増設のみ 1,000 万円以上 

・資本金 1 億円超の法人 新設、増設のみ 2,000 万円以上 

・情報サービス業 

・有線放送業 

・インターネット付随 

サービス業 

・通信販売 ・市場調査 

・農林水産物等販売業※２ 

・資本金 5,000 万円以下 

の法人 

・個人事業主 

取得又は製作若しくは建設（建物

及びその附属設備の場合は、増築、

改築、修繕又は模様替えのための

工事による取得又は建設を含む） 
500 万円以上 

・資本金 5,000 万円超 

の法人 
新設、増設のみ 

※１ 取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額です。また土地の取得価額は判定には含まれません。 

※２ 農林水産物等販売業とは、市内において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加

工若しくは調理をしたものを店舗において主に市外の方に販売することを目的とする事業を言います。 

 

４． 留意事項 

(1) 土地は、対象家屋の水平投影面積部分が免除対象となります。また、既存建物との同時取得又は土地取

得の日の翌日から起算して 1 年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設着手があった場合に限ります。 

(2) 1 月 2 日以降に対象資産を取得していても、12 月 31 日までに事業の用に供していない場合は、翌々年

度からの 2 年間免除となります。（例：令和 6 年 1 月 2 日に取得し、令和 6 年 12 月 31 日までに事業 

の用に供しない場合は、令和 8、9 年度の 2 カ年度のみが課税免除となります） 

(3) 製造業の償却資産は、工場の中で一連となる生産ライン（製造の用に供するもので、生産工程に組み入

れられたもの）として、実際に稼働しているものが対象となります。 

(4) 旅館業の償却資産は対象外となります。 

(5) 申請された資産全てが免除対象となるわけではありません。審査により除外される場合があります。 

令和 7年度 鹿角市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う 

固定資産税の課税免除  ～ 申請される事業者の皆様へ ～ 
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５． 申請手続き 

固定資産税課税免除申請書（様式１）及び下記の提出書類に必要事項を記入のうえ、1 月 31 日（土日の

場合は翌開庁日）までに税務課に提出ください。 
 

６． 現地調査（申請 1年目のみ） 

申請書提出後、資産内容が申請書類と一致しているか、市の担当者が現地調査を行うことがありますので、

その際は係員の立ち合いをお願いします。 
 

７． 課税免除の決定 

事業所の申請を受け、市が課税免除の基準に適合すると認めた場合、4 月下旬末から 5 月上旬頃を目途に

固定資産税課税免除の決定通知書を送付します。 
 

８． 提出書類  ○印のついたものをそれぞれ提出してください。 

№ 区 分 製造業 旅館業 

情報サ
ービス
業等 

1 課税免除申請書 様式第 1 号 及び 別紙 1、別紙 2  
※申請物件が複数ある場合は、別紙に記入し取得価額の合計を申請書に転記

してください。土地・建物の取得が無ければ別紙 1 の提出は不要です。 
○ ○ ○ 

2 青色申告書を提出する事業者であることが分かる書類 
・法人…法人税申告書別表第 1 

・個人…確定申告書第 1 表 及び 青色申告決算書 
○ ○ ○ 

3 定款または事業開始届出書（法人設立届出書）等の写し 及び 会社
概要（パンフレット等） ○ ○ ○ 

4 該当する償却資産の配置図 及び 工程図（生産ラインが記載された
もの。対象設備が分かるようマーク（着色）してください） ○ ― ○ 

5 事業所全体の平面見取図 及び 課税免除の対象となる建物の平面
図（可能であれば縮尺が入っているもの） ○ ○ ○ 

6 事業計画書、年次別事業計画書の写し ○ － ○ 

7 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し 
（法人税法施行規則別表 16(1),(2) 及び 特別償却の付表） 

○ ○ ○ 
<特別償却を行わなかった場合> 
上記に替えて別紙 3 に理由を記入し添付 

8 設備等の取得日が確認できる書類 
・納品書等。土地や建物を申請する場合は全部事項証明書（登記簿謄本） ○ ○ ○ 

9 取得価額が要件を満たしていることを確認できる書類 
納品書、請求書、売買契約書、工事請負契約書、固定資産台帳兼減価償却明

細書、償却資産課税台帳など。 

※取得設備に圧縮記帳の適用があれば、法人税法施行規則別表 13 も添付 

○ ○ ○ 

10 法人の履歴事項全部証明書（登記簿謄本） ○ ○ ○ 

11 旅館業法第 3 条第 1 項の規定による営業許可書の写し － ○ － 

12 土地を申請する場合は、売買契約書の写し 及び 平面図 
※既存建物と同時購入又は土地購入から 1 年以内に建物の新増設に着手した

場合のみ 
○ ○ ○ 

13 建物を申請する場合は、建築工事契約書（新・増築）、又は売買契約
書（中古）の写し ※複数の場合は、建物毎の建設費内訳を添付 ○ ○ ○ 

14 既存設備の取替え・更新のために設備の新増設をした場合 
＜資本金 5,000 万円超の法人のみ提出必要＞ 

生産能力が従前に比して概ね 30％程度以上増加していることが判断できる

書類等（仕様書・カタログ等） 

○ － ○ 

 

９． お問い合わせ 

鹿角市役所 税務課 課税班 

所 在 地：〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４番地１ 

電話番号：0186（30）0214 FAX 番号：0186（23）3884 


